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政
策
評
価
制
度
は
、
政
策
の
効
果
に

つ
い
て
、
事
前
、
事
後
に
、
厳
正
か
つ

客
観
的
な
評
価
を
行
い
、
そ
れ
を
政
策

立
案
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
で
あ
り
、

中
央
省
庁
の
再
編
に
合
わ
せ
て
本
年
一

月
か
ら
全
政
府
的
に
導
入
・
実
施
さ
れ

る
も
の
で
す
。

省
庁
再
編
が
い
わ
ば
ハ
ー
ド
の
改
革

で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
政
策
評
価
制

度
の
導
入
・
実
施
は
、
行
政
運
営
の
在

り
方
を
変
え
る
ソ
フ
ト
の
改
革
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

政
策
評
価
の

基
本
的
な
枠
組
み
の
設
定

政
策
評
価
は
、
総
務
省
が
各
府
省
に

提
示
す
る
「
政
策
評
価
に
関
す
る
標
準

的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
沿
っ
て
、
各
府

省
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
す
る
政
策
の
性

質
な
ど
に
応
じ
て
政
策
評
価
に
関
す
る

実
施
要
領
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い

て
実
施
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
政
策
評
価
を
実

施
す
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
指
針

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
政
策
評
価
の
導

入
の
目
的
や
概
念
、
評
価
の
観
点
、
対

象
、
手
法
、
方
式
の
ほ
か
、
評
価
結
果

の
政
策
へ
の
反
映
、
評
価
結
果
等
の
公

表
な
ど
の
政
策
評
価
制
度
に
関
す
る
基

本
的
な
枠
組
み
を
示
す
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
﹇
資
料
参
照
﹈。

ま
た
、
行
政
機
関
自
ら
が
行
う
政
策

評
価
の
客
観
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措

置
や
仕
組
み
を
設
け
る
よ
う
各
府
省
及

び
総
務
省
に
求
め
て
い
ま
す
。
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施策
の
紹介

政
策
評
価
制
度
の
導
入

す
で
に
三
重
県
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
地
方
自
治
体
で
は
、

よ
り
効
率
的
に
施
策
や
事
業
な
ど
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
、

事
務
事
業
の
評
価
制
度
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

中
央
省
庁
で
も
、
省
庁
再
編
に
合
わ
せ
て
、
こ
の
一
月
か
ら
政
策
評
価
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
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標準的ガイドラインにおける政策評価の枠組み�

目　的�

学識経験者等の第三者�

企
画
立
案
、
実
施�

：①行政の説明責任の徹底　②効率的で質の高い行政の実現�

　③成果重視の行政への転換�

各府省�

政策を企画立案し遂行する立場から政策について自ら評価�

総務省（行政評価局）�

評価専担組織の立場から各府省の政策について評価�

①全政府的見地からの府省横断的な評価�

②複数の府省にまたがる政策の総合的評価�

③府省の評価状況を踏まえ、厳格な客観性を担保するための評価�

国�
�
�
�
�
�
�
�
�
民� 内閣総理大臣�

政策評価・独立行政法人�
評価委員会�

評価の観点�

必要性、効率性、有効性、公平性、優先性�

�
政策の特性、評価目的に応じて適切な評価�
方式を採用（事業評価、実績評価、総合評�
価）�

�
評価手法の開発を進め、分野別に段階的に�
導入�

評価の過程を�
含めて公表�

政府全体及び総務�
省の評価結果等を�
公表�

高度の専門性や実践的な知見が必要な場合等�

意見・要望の受付け�

意見・要望の受付け�

意見具申� 勧告�

評価計画、勧告等について�
諮問・答申�

予算要求等に反映�
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政
策
評
価
の
目
的
等

政
策
評
価
制
度
は
、「
国
の
行
政
機

関
が
主
体
と
な
り
、
政
策
の
効
果
等
に

関
し
、
測
定
又
は
分
析
し
、
一
定
の
尺

度
に
照
ら
し
て
客
観
的
な
判
断
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
政
策
の
企
画
立
案
や
そ

れ
に
基
づ
く
実
施
を
的
確
に
行
う
こ
と

に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
」
で

す
。そ

の
導
入
・
実
施
の
目
的
は
、
次
の

三
つ
で
す
。

①
国
民
に
対
す
る
行
政
の
説
明
責
任

（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
を
徹
底
す

る
こ
と

②
国
民
本
位
の
効
率
的
で
質
の
高
い
行

政
を
実
現
す
る
こ
と

③
国
民
的
視
点
に
立
っ
た
成
果
重
視
の

行
政
へ
の
転
換
を
図
る
こ
と

評
価
の
実
施
主
体

前
記
の
三
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
は
、
政
策
評
価
の
客
観
性
と
信
頼

性
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
政
策
評
価
制
度
に
お
い
て

は
、
次
の
よ
う
な
仕
組
み
を
設
け
て
い

ま
す
。

①
政
策
評
価
は
、
ま
ず
各
府
省
が
政
策

を
企
画
立
案
す
る
立
場
か
ら
そ
の
政

策
に
つ
い
て
自
ら
実
施
し
ま
す
。
評

価
を
行
う
に
当
た
っ
て
高
度
の
専
門

性
や
実
践
的
な
知
見
が
必
要
な
場
合

等
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
学
識

経
験
者
、
民
間
等
の
第
三
者
等
を
活

用
し
ま
す
。

②
そ
の
上
で
総
務
省
が
評
価
専
担
組
織

の
立
場
か
ら
各
府
省
の
政
策
に
つ
い

て
統
一
的
又
は
総
合
的
な
評
価
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
政
策
評
価
の
客

観
的
か
つ
厳
格
な
実
施
を
担
保
す
る

た
め
の
評
価
を
実
施
し
ま
す
。

③
さ
ら
に
、
総
務
省
に
は
、
総
務
省
の

政
策
評
価
の
中
立
性
及
び
公
正
性
を

確
保
す
る
た
め
、
民
間
有
識
者
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
「
政
策
評
価
・
独
立

行
政
法
人
評
価
委
員
会
」を
設
置
し
、

総
務
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
総
務
省

が
行
う
政
策
評
価
の
計
画
、
実
施
状

況
、
主
要
な
勧
告
等
を
調
査
審
議
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
し
、
総
務

大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

評
価
の
観
点
、

一
般
基
準
等

政
策
評
価
は
、
当
該
政
策
の
目
的
や

目
標
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
で
す
。

各
府
省
及
び
総
務
省
は
、
次
の
よ
う

な
観
点
及
び
一
般
基
準
を
基
本
と
し
つ

つ
、
評
価
の
目
的
、
評
価
対
象
の
性
質

等
に
応
じ
て
適
切
な
観
点
等
を
選
択

し
、
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

【
必
要
性
】：

目
的
の
妥
当
性
や
行
政

が
担
う
必
然
性
が
あ
る
か
な
ど

【
効
率
性
】：

投
入
さ
れ
た
資
源
量
に

見
合
っ
た
結
果
が
得
ら
れ
る
か
な
ど

【
有
効
性
】：

期
待
さ
れ
る
結
果
が
得

ら
れ
る
か
な
ど

【
公
平
性
】：

政
策
の
効
果
の
受
益
や

費
用
の
負
担
が
公
平
に
配
分
さ
れ
る

か
な
ど

【
優
先
性
】：

前
記
の
観
点
か
ら
の
評

価
を
踏
ま
え
、
他
の
政
策
よ
り
も
優

先
的
に
実
施
す
べ
き
か
な
ど

評
価
の
方
式

政
策
評
価
制
度
は
、
我
が
国
政
府
に

お
い
て
新
た
に
導
入
さ
れ
る
仕
組
み
で

あ
り
、
全
政
府
的
に
導
入
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
た
め
、
あ
る
程
度
標
準
的
な

枠
組
み
の
中
で
実
施
さ
れ
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
各
府
省
は
、
以
下
の
標

準
的
な
三
つ
の
評
価
の
方
式
を
踏
ま
え

つ
つ
、
所
掌
す
る
政
策
の
特
性
や
各
々

の
分
野
に
お
け
る
政
策
評
価
に
対
す
る

要
請
な
ど
に
応
じ
て
、
適
切
な
評
価
の

方
式
を
採
用
し
、
評
価
を
実
施
し
て
い

き
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
評
価
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
各
府
省
と
も
経
験
の
な
い

仕
組
み
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
試
行
を
含
め
段
階
的
・
計
画

的
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

時の動き●2001.1
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【
事
業
評
価
】：

事
務
事
業
を
中
心
に

事
前
の
時
点
で
評
価
を
行
い
、
途
中

や
事
後
の
時
点
で
検
証

【
実
績
評
価
】：

行
政
の
幅
広
い
分
野

に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
達
成
す
べ

き
目
標
を
設
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る

実
績
を
測
定
し
、
そ
の
達
成
度
を

評
価

【
総
合
評
価
】：

特
定
の
テ
ー
マ
を
設

定
し
、
様
々
な
角
度
か
ら
掘
り
下
げ

て
総
合
的
に
評
価

評
価
結
果
の

政
策
へ
の
反
映

政
策
評
価
の
目
的
は
、
前
述
の
と
お

り
、
国
民
本
位
の
効
率
的
で
質
の
高
い

行
政
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
国
民
的

視
点
に
立
っ
た
成
果
重
視
の
行
政
へ
の

転
換
を
図
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
に
は
、
政
策
評
価
の
結
果
が
政
策

に
適
切
に
反
映
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
次
の
よ
う
な
仕
組
み
を
設
け
て
い

ま
す
。

①
各
府
省
は
、
評
価
結
果
が
企
画
立
案

作
業
に
適
時
的
確
に
反
映
さ
れ
る
仕

組
み
を
構
築
す
る
。

②
総
務
省
は
、
統
一
的
・
総
合
的
な
評

価
又
は
客
観
的
か
つ
厳
格
な
実
施
を

担
保
す
る
た
め
の
評
価
を
実
施
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
評
価
結
果
を
関
係

す
る
府
省
に
通
知
し
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
勧
告
す
る

な
ど
に
よ
り
総
務
省
が
実
施
す
る
政

策
評
価
の
結
果
が
各
府
省
の
政
策
に

適
時
的
確
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
。

③
さ
ら
に
、予
算
へ
の
反
映
に
つ
い
て
、

各
府
省
は
、
評
価
結
果
を
予
算
要
求

の
段
階
等
で
適
切
に
反
映
す
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
に
し
、
ま
た
、
財
政

当
局
は
、
予
算
編
成
の
過
程
に
お
い

て
政
策
評
価
の
結
果
の
適
切
な
活
用

を
図
る
よ
う
努
め
る
。

評
価
結
果
等
の
公
表

政
策
評
価
の
目
的
の
一
つ
は
、
国
民

に
対
す
る
行
政
の
説
明
責
任
を
徹
底
す

る
こ
と
で
す
。

こ
の
た
め
、各
府
省
及
び
総
務
省
は
、

評
価
の
結
論
だ
け
で
な
く
、
評
価
の
際

に
使
用
し
た
仮
定
等
の
前
提
条
件
、
評

価
手
法
・
指
標
、
デ
ー
タ
、
学
識
経
験

者
の
意
見
な
ど
、
評
価
の
過
程
を
含
め

て
可
能
な
限
り
具
体
的
に
公
表
す
る
こ

と
に
し
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
な
ど
に
よ
り
、
国
民

に
と
っ
て
容
易
に
入
手
で
き
る
方
法

で
、
か
つ
、
速
や
か
に
分
か
り
や
す
い

形
で
公
表
を
行
い
ま
す
。

今
後
の
取
組

以
上
の
ほ
か
、
各
府
省
及
び
総
務
省

は
、政
策
評
価
制
度
を
円
滑
に
運
営
し
、

か
つ
効
果
的
・
効
率
的
に
実
施
し
て
い

く
た
め
、
次
の
よ
う
な
取
組
を
進
め
て

い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

①
各
府
省
の
政
策
評
価
担
当
組
織
の
長

な
ど
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
政
策
評

価
各
府
省
連
絡
会
議
」
を
開
催
し
、

協
力
・
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
政
策

評
価
手
法
の
調
査
研
究
な
ど
を
推
進

す
る
。

②
政
策
評
価
を
担
当
す
る
人
材
を
養

成
・
確
保
す
る
た
め
、
評
価
の
分
野

に
お
け
る
官
民
交
流
、
政
策
評
価
担

当
職
員
の
人
事
交
流
、
任
期
付
職
員

制
度
を
活
用
し
た
民
間
専
門
家
の
採

用
、
有
能
な
人
材
を
養
成
す
る
仕
組

み
等
の
方
策
を
推
進
す
る
。

③
評
価
に
関
す
る
情
報
の
所
在
情
報
を

国
民
が
一
元
的
、
か
つ
、
容
易
に
検

索
で
き
る
ク
リ
ア
リ
ン
グ
・
ハ
ウ
ス

機
能
を
充
実
す
る
。

④
政
策
評
価
の
実
施
状
況
、
評
価
手
法

の
研
究
開
発
の
動
向
な
ど
を
踏
ま

え
、
必
要
に
応
じ
標
準
的
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
や
実
施
要
領
を
見
直
し
、
改

定
す
る
。

ま
た
、
政
策
評
価
制
度
の
法
制
化
に

つ
い
て
、「
政
策
評
価
制
度
の
法
制
化

に
関
す
る
研
究
会
」
に
お
け
る
検
討
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
早
期
に

成
案
を
得
て
、
所
要
の
法
律
案
を
次
期

通
常
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

（
総
務
省
）
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